
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
八
十
六
号

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第

四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
帰
国
等
に
伴
う
費
用
の
内
容
）

第
一
条
　
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
三

号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
に
規
定
す
る
帰
国
又
は
入
国
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
（
以
下
「
帰
国
等

に
伴
う
費
用
」
と
い
う
。
）
と
は
、
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
被
害
者
（
以
下
「
被
害
者
」
と
い
う

。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
害
者
の
配
偶
者
等
（
以
下
「
被
害
者
の
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
が
北
朝
鮮

を
出
発
し
て
か
ら
本
邦
に
お
け
る
滞
在
予
定
地
で
滞
在
を
開
始
す
る
ま
で
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
交
通
費
、
宿
泊

料
、
食
費
及
び
医
療
費
そ
の
他
の
費
用
を
い
う
。

（
一
時
帰
国
等
に
伴
う
費
用
）

第
二
条
　
被
害
者
又
は
被
害
者
の
配
偶
者
等
が
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
被
害
者
の
家
族
の
訪
問
等
の

目
的
で
本
邦
に
一
時
的
に
帰
国
又
は
入
国
す
る
場
合
に
は
、
前
条
に
規
定
す
る
帰
国
等
に
伴
う
費
用
の
負
担
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
被
害
者
又
は
被
害
者
の
配
偶
者
等
が
被
害
者
の
北
朝
鮮
当
局
に
よ
る
拉
致
以
後
初
め
て
一
時
的
に
帰
国
又
は

入
国
す
る
場
合
。

二
　
被
害
者
又
は
被
害
者
の
配
偶
者
等
が

後
に
本
邦
に
帰
国
又
は
入
国
し
た
日
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
後
に
初

め
て
一
時
的
に
帰
国
又
は
入
国
す
る
場
合
。

三
　
前
二
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
永
住
の
意
思
を
決
定
す
る
た
め
、
本
邦
で
医
療
を
受
け
る
た
め
そ
の
他

必
要
な
一
時
的
な
帰
国
又
は
入
国
と
認
め
ら
れ
る
場
合
。

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
は
、
帰
国
被
害
者
等
（
法
第
二
条
第
一
項

第
五
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
本
邦
に
永
住
す
る
意
思
を
有
し
て
本
邦
に
居
住
し
、
第
七

条
第
一
項
に
よ
る
支
給
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
（
当
該
帰
国
被
害
者
等
が
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老

齢
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
を
除
く
。
）
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

２
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
期
日
は
、
各
月
の
十
日
（
そ
の
日
が
日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日
又
は
休
日
（
以

下
「
日
曜
日
等
」
と
い
う
。
）
に
当
た
る
場
合
は
、
そ
の
日
の
直
前
の
日
曜
日
等
で
な
い
日
）
と
す
る
。

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
額
等
）

第
四
条
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
は
世
帯
ご
と
に
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
永
住
被
害
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
永
住
被
害
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
、
永
住
配
偶
者
（
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る
永
住
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
帰
国
し
、
又

は
入
国
し
た
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
害
者
の
子
等
で
あ
っ
て
、
本
邦
に
永
住
す
る
意
思
を
有
し
て
本
邦
に

居
住
す
る
も
の
（
以
下
「
対
象
被
害
者
等
」
と
い
う
。
）
が
一
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
十
七
万
円

二
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者
等
が
二
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
二
十
四
万
円

三
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者
等
が
二
人
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超
え
る
数
が
一
人
を
増

す
ご
と
に
三
万
円
を
前
号
に
規
定
す
る
額
に
加
算
し
た
額

２
　
対
象
被
害
者
等
の
属
す
る
世
帯
に
お
い
て
対
象
被
害
者
等
が
、
被
害
者
の
子
の
配
偶
者
（
婚
姻
の
届
出
を
し
て

い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
被
害
者
で
な
い
も
の

の
う
ち
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た
も
の
（
第
十
一
条
第
一
項
に
お
い
て
「
帰
国
入
国
し
た
被
害
者
の
子
の
配
偶

者
」
と
い
う
。
）
を
扶
養
す
る
と
き
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者
等
に
支
給
す
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金

の
月
額
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額
に
三
万
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

３
　
対
象
被
害
者
等
の
属
す
る
世
帯
に
お
い
て
対
象
被
害
者
等
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
扶
養
す
る
と
き
の
当

該
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者
等
に
支
給
す
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
月
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額
（
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の

額
）
に
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
者
一
人
に
つ
き
一
万
六
千
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
　
対
象
被
害
者
等
が
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た
後
に
、
本
邦
で
生
ま
れ
た
被
害
者
の
子
又
は
孫

二
　
対
象
被
害
者
等
が
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た
後
に
、
被
害
者
又
は
被
害
者
の
子
の
配
偶
者
と
な
っ
た
者
で
あ

っ
て
被
害
者
で
な
い
も
の

三
　
被
害
者
の
一
親
等
の
直
系
尊
属
で
あ
っ
て
被
害
者
で
な
い
も
の

四
　
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た
被
害
者
の
配
偶
者
（
法
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の

一
親
等
の
直
系
尊
属
で
あ
っ
て
被
害
者
で
な
い
も
の

４
　
対
象
被
害
者
等
が
別
表
第
一
に
掲
げ
る
地
域
に
居
住
地
を
有
す
る
と
き
の
当
該
世
帯
に
属
す
る
対
象
被
害
者
等

に
支
給
す
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
月
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
月
額
（
前

二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
加
算
後
の
額
）
に
、
別
表
第
一
の
級
別

区
分
に
応
じ
、
次
に
定
め
る
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一
級
地
　
百
分
の
十
一
・
五

二
級
地
　
百
分
の
八

三
級
地
　
百
分
の
七

四
級
地
　
百
分
の
四
・
五

五
級
地
　
百
分
の
二
・
五

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
額
の
特
例
）

第
五
条
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
開
始
す
る
月
に
つ
い
て
の
当
該
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
月
額
は
、
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
（
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
に
四
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

（
修
学
中
の
対
象
被
害
者
等
）

第
六
条
　
修
学
の
た
め
一
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
対
象
被
害
者
等
で
あ
っ
て
、
修
学
し
て
い
な
い
と

す
れ
ば
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
他
の
対
象
被
害
者
等
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
認
め
ら

れ
る
も
の
は
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
も
の
と
み
な
す
。

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
の
申
請
）

第
七
条
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式

第
一
号
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
等
受
取
金
融
機
関
に
関
す
る
届
（
様
式
第
二
号
）
を
添
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
の
決
定
に
必
要
な
書
類
の

提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
及
び
通
知
）

第
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
の
要
否
及

び
額
を
決
定
し
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
を
も
っ
て
、
こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
対
象
被
害
者
等
に
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
月
額
を
変
更
す
べ
き
事
実
が
生
じ
た
と
き

（
第
十
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
事
実
が
生
じ
た
日
の
属

す
る
月
の
翌
月
か
ら
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
額
を
改
定
し
、
当
該
対
象
被
害
者
等
に
対
し
て
書
面
を
も
っ
て
、

こ
れ
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
決
定
の
取
消
し
）

第
九
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
対
象
被
害
者
等
が
虚
偽
の
申
請
そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
っ
て
拉
致
被
害
者
等
給
付

金
の
支
給
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
条
の
決
定
の
全
部
又
は
一
部
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
当
該
対
象
被
害
者
等
に
対
し
て
書
面
を
も

っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
の
制
限
）

第
十
条
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
は
、
一
の
対
象
被
害
者
等
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
、

滞
在
援
助
金
及
び
配
偶
者
支
援
金
に
よ
る
所
得
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
年
額
二
百
万
円
以
上
と
な
っ
た
場
合

に
は
、
そ
の
年
の
八
月
か
ら
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
（
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
当
該
者
一
人
に
つ
き
三
万
円
（
同
条
第
四
項
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の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
一
の
級
別
区
分
に
応
じ
、
同
項
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
減
額
す
る
。

２
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
は
、
一
の
対
象
被
害
者
等
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
が
年
額
五
百
八
十
万
円
を
超
え
た

場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
そ
の
年
の
八
月
か
ら
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額

（
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
当
該
者

一
人
に
つ
き
そ
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
か
ら
五
百
八
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た

額
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
減
額
す
る
。

３
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る
額
と
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額

す
る
額
と
の
合
計
額
が
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
（
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
年
の
八
月
か
ら
そ
の

支
給
を
停
止
す
る
。

４
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

り
支
給
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
対
象
被
害
者
等
に
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
失
業
等
の
理
由
に
よ
り
、
拉
致
被
害

者
等
給
付
金
の
支
給
の
減
額
又
は
停
止
を
受
け
た
対
象
被
害
者
等
の
当
該
年
に
お
け
る
恒
常
的
な
所
得
が
、
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
年
額
を
下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
又
は
そ
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
の
十
分

の
九
を
下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
減
額
の
取
消
し
、

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る
額
の
変
更
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
停
止
の
取
消
し
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
届
出
）

第
十
一
条
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
を
受
給
す
る
対
象
被
害
者
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
現
況
届
（
様

式
第
三
号
）
を
、
毎
年
六
月
三
十
日
ま
で
に
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
対
象
被
害
者
等
の
氏
名
、
性
別
、
生
年
月
日
及
び
住
所

二
　
対
象
被
害
者
等
の
前
年
の
所
得
の
額

三
　
対
象
被
害
者
等
が
、
帰
国
入
国
し
た
被
害
者
の
子
の
配
偶
者
又
は
第
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
を
扶
養

し
て
い
る
か
否
か
の
別

２
　
前
項
の
現
況
届
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
住
民
票
の
写
し
そ
の
他
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

二
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書

三
　
前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類

３
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
を
受
給
す
る
対
象
被
害
者
等
は
、
第
一
項
の
現
況
届
に
あ
る
記
載
事
項
又
は
前
項
各
号

に
掲
げ
る
書
類
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
事
項
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
を
受
給
す
る
対
象
被
害
者
等
は
、
払
渡
し
を
受
け
る
金
融
機
関
又
は
郵
便
貯
金
銀
行

（
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀

行
を
い
う
。
）
の
営
業
所
等
（
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
又
は
郵
便
局
（
簡
易
郵
便
局
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
二
百
十
三
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
郵
便
窓
口
業
務
を
行
う
日
本
郵
便
株
式
会
社
の
営
業
所
で
あ
っ
て
郵
便
貯

金
銀
行
を
所
属
銀
行
と
す
る
銀
行
代
理
業
（
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
四
項
に

規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
の
減
額
又
は
停
止
を
受
け
た
対
象
被
害
者
等
は
、
前
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る

支
給
の
減
額
の
取
消
し
、
支
給
を
減
額
す
る
額
の
変
更
又
は
支
給
の
停
止
の
取
消
し
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
希
望
す

る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
当
該
事
項
が
生
じ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
を
添
え
て
、
そ
の

旨
を
内
閣
総
理
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
対
象
被
害
者
等
が
、
正
当
な
理
由
な
く
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な

い
と
き
は
、
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

７
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
を
受
給
す
る
対
象
被
害
者
等
で
当
該
給
付
金
の
受
給
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
拉

致
被
害
者
等
給
付
金
等
辞
退
届
（
様
式
第
四
号
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
滞
在
援
助
金
の
支
給
期
間
）

第
十
二
条
　
法
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
滞
在
援
助
金
の
支
給
は
、
帰
国
被
害
者
等
が
本
邦
に
帰
国
し
、
又
は
入

国
し
た
後
、
次
条
に
よ
る
支
給
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
（
当
該
日
が
第
十
五
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
支
給
期
日
以
降
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
翌
月
）
か
ら
始
め
、
帰
国
被
害
者

等
が
本
邦
に
居
住
し
、
か
つ
永
住
の
意
思
を
決
定
し
、
第
七
条
第
一
項
に
よ
る
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
の

申
請
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
月
で
終
わ
る
も
の
と
す
る
。

（
滞
在
援
助
金
の
支
給
の
申
請
）

第
十
三
条
　
滞
在
援
助
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
帰
国
被
害
者
等
は
、
滞
在
援
助
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
五

号
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
滞
在
援
助
金
の
支
給
の
停
止
）

第
十
四
条
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
滞
在
援
助
金
を
支
給
し
て
い
る
帰
国
被
害
者
等
が
、
被
害
者
の
配
偶
者
等
が
帰
国

又
は
入
国
し
た
こ
と
等
に
よ
り
永
住
の
意
思
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
当
な
理
由
な
く

永
住
の
意
思
を
決
定
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
支
給
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
滞
在
援
助
金
の
支
給
を
停
止
し
た
場
合
に
は
、
当
該
帰
国
被
害
者
等

に
対
し
て
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
五
条
　
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
（
第
三
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
、
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び

第
三
項
並
び
に
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
滞
在
援
助
金
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

第
四
条
第
一
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

永
住
被
害
者
（
法
第
二
条
第
一
項

第
六
号
に
規
定
す
る
永
住
被
害
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
永
住
配

偶
者
（
同
項
第
七
号
に
規
定
す
る

永
住
配
偶
者
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
及
び
帰
国
し
、
又
は
入
国
し
た

同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
被
害
者

の
子
等
で
あ
っ
て
、
本
邦
に
永
住

す
る
意
思
を
有
し
て
本
邦
に
居
住

す
る
も
の
（
以
下
「
対
象
被
害
者

等
」
と
い
う
。
）

帰
国
被
害
者
等

対
象
被
害
者
等
が

帰
国
被
害
者
等
が

第
四
条
第
二
項

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

前
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

第
四
条
第
三
項
（
第
一
号
及
び
第
二

号
を
除
く
。
）

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

第
一
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項

前
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

第
四
条
第
四
項

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

2



第
一
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項

前
二
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
二
項

第
六
条

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

第
七
条
第
二
項

前
項

第
十
三
条

第
七
条
第
三
項

前
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

第
八
条

前
条
第
一
項

第
十
三
条

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

第
十
条

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条

第
九
条

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

前
条

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

前
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

第
十
条
第
一
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金
は

滞
在
援
助
金
は

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付
金
、
滞
在
援

助
金
及
び
配
偶
者
支
援
金

滞
在
援
助
金

第
四
条

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条

第
十
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

前
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

第
四
条

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減

額
す
る

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る

第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
若

し
く
は
第
二
項

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減

額
す
る

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る

第
三
項
の

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
項
の

第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
拉
致
被
害
者
等
給
付
金

滞
在
援
助
金

対
象
被
害
者
等

帰
国
被
害
者
等

第
四
条
第
三
項
各
号

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
第

三
項
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号

前
項
の

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の

前
項
第
一
号

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
一

号

前
項
第
二
号

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
二

号

前
項
第
三
号

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第
三

号

第
一
項
の

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の

前
項
各
号

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
各
号

前
条
第
五
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
五

項

第
一
項
及
び
第
三
項

第
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
及

び
第
三
項

（
老
齢
給
付
金
の
支
給
）

第
十
六
条
　
法
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
老
齢
給
付
金
の
支
給
は
、
同
項
各
号
に
規
定
す
る
老
齢
給
付
金
の

支
給
要
件
に
該
当
す
る
永
住
被
害
者
又
は
永
住
配
偶
者
（
以
下
「
老
齢
被
害
者
等
」
と
い
う
。
）
が
第
十
九
条
に

よ
る
支
給
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

（
老
齢
給
付
金
の
額
）

第
十
七
条
　
老
齢
給
付
金
は
、
世
帯
ご
と
に
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
一
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
十
七
万
六
千
百
円

二
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
二
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
二
十
八
万
一
千
七
百
円

２
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
の
う
ち
に
、
過
去
に
法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
時
金
の

支
給
を
選
択
し
た
者
が
い
る
と
き
は
、
当
該
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
に
支
給
す
る
老
齢
給
付
金
の
月
額

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
額
か
ら
毎
月
の
老
齢
給
付
金
の
う
ち
一
時
金
の
算
定
に

当
た
っ
て
基
準
と
す
る
額
（
以
下
「
一
時
金
基
準
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
老
齢
給
付
金
の
額
の
特
例
）

第
十
八
条
　
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始
す
る
月
に
つ
い
て
の
当
該
老
齢
給
付
金
の
月
額
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
に
四
を
乗
じ
て
得
た
額
（
同
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始

す
る
月
か
ら
一
時
金
の
支
給
の
選
択
を
行
う
と
き
は
、
当
該
乗
じ
て
得
た
額
か
ら
当
該
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
受

け
る
老
齢
被
害
者
等
に
係
る
一
時
金
基
準
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

２
　
老
齢
被
害
者
等
が
既
に
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
の
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始
す

る
月
に
つ
い
て
の
当
該
老
齢
給
付
金
の
月
額
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
（
前
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始

す
る
月
か
ら
一
時
金
の
支
給
の
選
択
を
行
う
と
き
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
か
ら
当
該
老
齢
給
付
金
の
支
給
を

受
け
る
老
齢
被
害
者
等
に
係
る
一
時
金
基
準
額
を
控
除
し
た
額
）
と
す
る
。

一
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
一
人
の
場
合
に
お
い
て
、
既
に
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を

受
け
て
い
る
と
き
　
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額

二
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
二
人
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
既
に
拉
致
被
害
者

等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
　
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
と
当
該
額
か
ら

第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
を
控
除
し
た
額
に
三
を
乗
じ
て
得
た
額
と
の
合
計
額

三
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
二
人
の
場
合
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
が
既
に
拉
致
被
害
者
等
給
付

金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
と
き
　
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額

（
老
齢
給
付
金
の
支
給
の
申
請
）

第
十
九
条
　
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
老
齢
被
害
者
等
は
、
老
齢
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
六

号
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
老
齢
給
付
金
の
支
給
の
制
限
）

第
二
十
条
　
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
が
属
す
る
月
の
翌
月
（
次
項
及
び
次
条
に
お
い
て
「
基
準
月
」
と
い
う
。
）
か
ら
十
年
を
超
え
な
い
期
間

中
に
お
け
る
老
齢
給
付
金
の
支
給
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
拉

致
被
害
者
等
給
付
金
は
」
と
あ
る
の
は
「
老
齢
給
付
金
は
」
と
、
「
対
象
被
害
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
老
齢
被
害

者
等
」
と
、
「
及
び
配
偶
者
支
援
金
」
と
あ
る
の
は
「
、
老
齢
給
付
金
及
び
配
偶
者
支
援
金
」
と
、
「
第
四
条
第
一

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
、
「
三

万
円
（
同
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
別
表
第
一
の
級
別
区
分
に
応
じ
、
同
項
に
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
）
」
と
あ
る
の
は
「
三
万
円
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
拉
致
被
害
者
等
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給
付
金
」
と
あ
る
の
は
「
老
齢
給
付
金
」
と
、
「
対
象
被
害
者
等
」
と
あ
る
の
は
「
老
齢
被
害
者
等
」
と
、
「
前

項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
」
と
、
「
第
四
条
第
一
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
十
七
条
第
一
項
」
と
、
「
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
項
」
と
す
る
。

一
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
一
人
の
場
合
　
当
該
老
齢
被
害
者
等
が
本
邦
に
居
住
し
、
か
つ
永

住
の
意
思
を
決
定
し
た
日

二
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
二
人
の
場
合
　
当
該
老
齢
被
害
者
等
が
そ
れ
ぞ
れ
本
邦
に
居
住

し
、
か
つ
永
住
の
意
思
を
決
定
し
た
日
の
う
ち
い
ず
れ
か
早
い
日

２
　
基
準
月
か
ら
十
年
を
超
え
た
後
に
お
け
る
老
齢
給
付
金
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
老
齢

被
害
者
等
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
の
合
計
額
が
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
給
付
金
の
額
に
十
二
を

乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
た
場
合
に
は
、
そ
の
年
の
八
月
か
ら
当
該
基
準
額
か
ら
そ
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
の
合

計
額
か
ら
当
該
基
準
額
を
控
除
し
て
得
た
額
に
十
分
の
五
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
た
額
に
相
当
す
る
額

（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）
を
減
額
す
る
。

３
　
老
齢
給
付
金
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る
額
と
第
一
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る
額
と
の
合
計
額
が
基
準
額
以
上
と
な
っ
た
場

合
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す
る
額
が
基
準
額
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
年
の
八
月
か
ら
そ

の
支
給
を
停
止
す
る
。

４
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
停
止
し
た
と
き
は
、
当
該
老
齢
被
害
者

等
に
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
失
業
等
の
理
由
に
よ
り
、
第
一
項
に

お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
年
額
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
年
額
を
下

回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
又
は
そ
の
前
年
の
恒
常
的
な
所
得
の
十
分
の
九
を
下
回
る
と
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の

減
額
の
取
消
し
、
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項
の
規
定
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を

減
額
す
る
額
の
変
更
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
の
停
止
の
取
消
し
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
二
十
一
条
　
第
三
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
、
第
九
条
並
び
に
第
十
一
条
（
第
一
項
第

三
号
及
び
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
老
齢
給
付
金
の
支
給
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項

拉
致
被
害
者
等
給
付

金

老
齢
給
付
金

第
七
条
第
二
項

前
項

第
十
九
条

第
七
条
第
三
項

前
項

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

拉
致
被
害
者
等
給
付

金

老
齢
給
付
金

第
八
条

前
条
第
一
項

第
十
九
条

拉
致
被
害
者
等
給
付

金

老
齢
給
付
金

対
象
被
害
者
等

老
齢
被
害
者
等

第
十
条
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
及
び
第

五
項
に
規
定
す
る
場

合
を
除
く
。

前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
。
た
だ
し
、

同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
基
準
月
か
ら
十
年
を
超

え
た
後

初
に
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
す

る
と
き
を
含
む
。

第
九
条

対
象
被
害
者
等

老
齢
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付

金

老
齢
給
付
金

前
条

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

前
項

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
第
一
項
第

三
号
及
び
第
二
項
第
三
号
を
除
く
。
）

拉
致
被
害
者
等
給
付

金

老
齢
給
付
金

対
象
被
害
者
等

老
齢
被
害
者
等

前
項
の

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
の

前
項
第
一
号

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第

一
号

前
項
第
二
号

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
第

二
号

第
一
項
の

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項

の

前
項
各
号

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項
各

号

前
条
第
五
項

第
二
十
条
第
五
項

第
一
項
及
び
第
三
項

第
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項

及
び
第
三
項

第
十
一
条
第
七
項

拉
致
被
害
者
等
給
付

金
を

老
齢
給
付
金
を

対
象
被
害
者
等

老
齢
被
害
者
等

（
一
時
金
の
支
給
）

第
二
十
二
条
　
法
第
五
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
金
の
支
給
は
、
老
齢
被
害
者
等
が
第
二
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
支
給
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
老
齢
被
害
者
等
の
持
家
（
自
ら
居
住
す
る
た
め
所

有
す
る
住
宅
を
い
う
。
）
の
取
得
又
は
改
良
（
こ
れ
ら
に
付
随
す
る
土
地
又
は
借
地
権
の
取
得
を
含
む
。
）
そ
の
他

こ
れ
ら
に
準
ず
る
使
途
に
充
て
る
た
め
に
内
閣
総
理
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
行
う
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
当
該
老
齢
被
害
者
等
に
つ
い
て
、
第
二
十
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
減
額
す

る
額
が
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
額
以
上
で
あ
る
と
き
又
は
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
停
止
し
て
い
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
一
時
金
の
額
）

第
二
十
三
条
　
前
条
の
一
時
金
の
額
は
、
一
時
金
基
準
額
に
老
齢
給
付
金
の
残
余
支
給
期
間
（
二
十
年
か
ら
老
齢
被

害
者
等
が
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
行
っ
た
日
前
に
お
い
て
当
該
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
期
間

（
当
該
申
請
を
行
っ
た
老
齢
被
害
者
等
ご
と
に
当
該
期
間
が
異
な
る
場
合
は
、
い
ず
れ
か
長
い
方
の
期
間
）
を
控

除
し
た
期
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
応
じ
て
別
表
第
二
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２
　
一
時
金
基
準
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
を
上
限
と
す
る
。

一
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
一
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
三
万
五
千
二
百
二
十
円

二
　
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
が
二
人
の
場
合
に
お
い
て
は
、
五
万
六
千
三
百
四
十
円

３
　
老
齢
被
害
者
等
に
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
金
を
支
給
し
た
後
に
、
当
該
老
齢
被
害
者
等
の
配
偶
者
が
帰
国

し
、
又
は
入
国
し
、
本
邦
に
永
住
す
る
意
思
を
有
し
て
本
邦
に
居
住
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
配
偶
者
が
一
時

金
の
支
給
の
申
請
を
行
っ
た
と
き
の
一
時
金
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
五
万
六
千
三
百
四
十
円
か

ら
当
初
の
老
齢
被
害
者
等
が
毎
月
の
老
齢
給
付
金
の
う
ち
一
時
金
の
算
定
に
当
た
っ
て
基
準
と
し
た
額
を
控
除
し
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た
額
を
上
限
と
し
た
額
に
老
齢
給
付
金
の
残
余
支
給
期
間
に
応
じ
て
別
表
第
二
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と

す
る
。

（
一
時
金
の
支
給
の
申
請
）

第
二
十
四
条
　
第
二
十
二
条
の
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
老
齢
給
付
金
一
時
金
支
給
申
請
書
（
様

式
第
七
号
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
老
齢
被
害
者
等
に
つ
き
世
帯
ご
と
に
一
回
に
限
り
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
条
第
三
項
の
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
申
請
す
る
と
き
、
又
は
老
齢
給
付
金
の
支
給
を
開
始

し
て
か
ら
二
十
年
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
五
条
　
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
九
条
の
規
定
は
、
一
時
金
の
支
給
に
お
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項

前
項

第
二
十
四
条
第
一
項

第
七
条
第
三
項

前
項

第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

一
時
金

第
八
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
二
十
四
条
第
一
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

一
時
金

第
九
条

対
象
被
害
者
等

老
齢
被
害
者
等

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

一
時
金

前
条

第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

前
項

第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

（
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
）

第
二
十
六
条
　
法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
配
偶
者
支
援
金
は
、
同
条
各
号
に
規
定
す
る
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
要

件
に
該
当
す
る
永
住
配
偶
者
が
第
二
十
八
条
に
よ
る
支
給
の
申
請
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月

か
ら
行
う
も
の
と
す
る
。

（
配
偶
者
支
援
金
の
額
）

第
二
十
七
条
　
配
偶
者
支
援
金
は
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
月
額
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三

十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
本
文
に
規
定
す
る
老
齢
基
礎
年
金
の
額
（
同
法
第
二
十
七
条
の
三
又

は
第
二
十
七
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
改
定
し
た
同
法
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
改
定
率
を
乗
じ
て
得
た
も
の
に
限

る
。
）
を
十
二
で
除
し
て
得
た
額
に
三
分
の
二
を
乗
じ
た
額
と
す
る
。

（
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
の
申
請
）

第
二
十
八
条
　
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
配
偶
者
支
援
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
八
号
）

を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
二
十
九
条
　
第
三
条
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
並
び
に
第
十
一
条
第
一

項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
及
び
第
七
項
（
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及

び
第
三
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
配
偶
者
支
援
金
の
支
給
に
お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項

拉
致
被
害
者
等
給

付
金

配
偶
者
支
援
金

第
七
条
第
二
項

前
項

第
二
十
八
条

第
七
条
第
三
項

前
項

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項

拉
致
被
害
者
等
給

付
金

配
偶
者
支
援
金

第
八
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
二
十
八
条

拉
致
被
害
者
等
給

付
金

配
偶
者
支
援
金

第
九
条

対
象
被
害
者
等

永
住
配
偶
者

拉
致
被
害
者
等
給

付
金

配
偶
者
支
援
金

前
条

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
前
条

前
項

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項

第
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
六
項
（
第
一
項
第

二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く

。
）

拉
致
被
害
者
等
給

付
金

配
偶
者
支
援
金

対
象
被
害
者
等

永
住
配
偶
者

前
項
の

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項
の

前
項
第
一
号

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項
第
一
号

第
一
項
の

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
一
項
の

前
項
各
号

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
前
項
各
号

第
一
項
及
び
第
三

項

第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
第
一
項
及
び
第
三
項

第
十
一
条
第
七
項

拉
致
被
害
者
等
給

付
金
を

配
偶
者
支
援
金
を

対
象
被
害
者
等

永
住
配
偶
者

（
令
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
規
定
）

第
三
十
条
　
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第

四
百
七
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
規
定
は
、
同
条
第

二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
み
な
し
計
算
対
象
期
間
の
各
月
に
つ
い
て
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
施
行
さ
れ
て
い
た
次

に
掲
げ
る
法
律
（
こ
れ
に
基
づ
き
又
は
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
命
令
を
含
む
。
）
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
法
令
の

改
正
の
際
の
経
過
措
置
に
係
る
規
定
を
含
む
。
）
で
併
給
の
調
整
に
関
す
る
も
の
（
国
民
年
金
法
第
二
十
条
を
除

く
。
）
と
す
る
。

一
　
国
民
年
金
法

二
　
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）

（
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
年
齢
）

第
三
十
一
条
　
令
第
二
十
二
条
第
二
項
第
四
号
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
給
付
の
区
分

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
年
齢
と
す
る
。

一
　
国
民
年
金
法
に
よ
る
老
齢
基
礎
年
金
及
び
付
加
年
金
並
び
に
同
法
附
則
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

老
齢
年
金
　
六
十
五
歳

二
　
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
法
律
第

三
十
四
号
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
次
号
に
お
い
て
「
旧
国
民
年
金
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
老
齢
年
金
（
老
齢
福
祉
年
金
を
除
く
。
）
及
び
通
算
老
齢
年
金
並
び
に
同
法
附
則
第
九
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
年
金
　
六
十
五
歳
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三
　
旧
国
民
年
金
法
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
老
齢
年
金
　
七
十
歳

四
　
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
六
十
五
歳

五
　
厚
生
年
金
保
険
法
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
老
齢
厚
生
年
金
　
六
十
歳
（
た
だ
し
、
同
法
附
則
第
八
条
の

二
各
項
に
規
定
す
る
者
に
支
給
さ
れ
る
老
齢
厚
生
年
金
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
条
各
項
の
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
年
齢
）

六
　
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
通
算
老
齢
年

金
　
六
十
歳

（
特
別
給
付
金
の
請
求
）

第
三
十
二
条
　
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
害
者
は
、
特
別
給
付
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）

を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
三
十
三
条
　
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
八
条
第
一
項
並
び
に
第
九
条
の
規
定
は
、
特
別
給
付
金
の
支
給
に

お
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項

前
項

第
三
十
二
条

第
七
条
第
三
項

前
項

第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

特
別
給
付
金

第
八
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
三
十
二
条

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

特
別
給
付
金

第
九
条

対
象
被
害
者
等

被
害
者

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

特
別
給
付
金

前
条

第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条

前
項

第
三
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

（
追
納
支
援
一
時
金
の
請
求
）

第
三
十
四
条
　
追
納
支
援
一
時
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
害
者
の
子
（
法
第
十
一
条
の
三
に
規
定
す
る
被
害

者
の
子
を
い
う
。
）
は
、
追
納
支
援
一
時
金
支
給
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）
を
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
申
請

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
用
）

第
三
十
五
条
　
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
八
条
第
一
項
の
規
定
は
、
追
納
支
援
一
時
金
の
支
給
に
お
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
第
二
項

前
項

第
三
十
四
条

第
七
条
第
三
項

前
項

第
三
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
前
項

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

追
納
支
援
一
時
金

第
八
条
第
一
項

前
条
第
一
項

第
三
十
四
条

拉
致
被
害
者
等
給
付
金

追
納
支
援
一
時
金

（
未
支
給
の
給
付
）

第
三
十
六
条
　
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
、
滞
在
援
助
金
の
支
給
、
老
齢
給
付
金
の
支
給
、
配
偶
者
支
援
金
の

支
給
又
は
特
別
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
死
亡
し
た
者
に

支
給
す
べ
き
給
付
で
ま
だ
そ
の
者
に
支
給
し
な
か
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
配
偶
者
、
子
、
父
母
、

孫
、
祖
父
母
又
は
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
の
死
亡
の
当
時
そ
の
者
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
た
も
の
に
、

こ
れ
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
る
べ
き
者
の
順
位
は
、
同
項
に
規
定
す
る
順
序
と
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
給
を
受
け
る
べ
き
同
順
位
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
そ
の
全
額
を
そ
の
一
人
に

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
一
人
に
し
た
支
給
は
、
全
員
に
対
し
て
し
た

も
の
と
み
な
す
。

（
支
給
期
限
の
延
長
に
関
す
る
要
件
）

第
三
十
七
条
　
法
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
十
五
年
を
限
度
と
し
て
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
永
住
被
害
者
又
は
永
住
配
偶
者
は
、
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法
の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
内
閣
総
理
大

臣
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
三
〇
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
内
閣
府
令
第
一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
一
二
月
二
六
日
内
閣
府
令
第
八
二
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
拉
致
被
害
者
等
給
付
金
を
受
給
し
て
い
る
帰
国

被
害
者
等
に
係
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
北
朝
鮮
当
局
に
よ
っ
て
拉
致
さ
れ
た
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
は
な
お
効
力
を
有
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
内
閣
府
令
第
一
九
号
）

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
七
日
内
閣
府
令
第
一
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
以
下
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
七
日
内
閣
府
令
第
一
五
号
）

こ
の
府
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
五
日
内
閣
府
令
第
七
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）

に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
十
条
関
係
）

都
道
府
県
支
給
地
域

級
地

宮
城
県

多
賀
城
市

五
級
地

茨
城
県

取
手
市
　
つ
く
ば
市

二
級
地
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守
谷
市

三
級
地

牛
久
市

四
級
地

水
戸
市
　
日
立
市
　
土
浦
市
　
龍
ヶ
崎
市

五
級
地

埼
玉
県

和
光
市

二
級
地

さ
い
た
ま
市
　
蕨
市
　
志
木
市

三
級
地

東
松
山
市
　
狭
山
市
　
朝
霞
市
　
ふ
じ
み
野
市

四
級
地

新
座
市
　
桶
川
市
　
富
士
見
市
　
坂
戸
市
　
鶴
ヶ
島
市

五
級
地

千
葉
県

我
孫
子
市
　
袖
ケ
浦
市
　
印
西
市

二
級
地

千
葉
市
　
成
田
市
　
習
志
野
市

三
級
地

船
橋
市
　
浦
安
市

四
級
地

市
川
市
　
松
戸
市
　
佐
倉
市
　
市
原
市
　
八
千
代
市
　
富
津
市
　
四
街
道
市

五
級
地

東
京
都

特
別
区

一
級
地

武
蔵
野
市
　
調
布
市
　
町
田
市
　
小
平
市
　
日
野
市
　
国
分
寺
市
　
狛
江
市
　
清
瀬
市
　
多
摩
市
二
級
地

八
王
子
市
　
青
梅
市
　
府
中
市
　
昭
島
市
　
小
金
井
市
　
東
村
山
市
　
国
立
市
　
福
生
市
　
稲
城

市
　
西
東
京
市

三
級
地

立
川
市
　
東
大
和
市

四
級
地

三
鷹
市
　
あ
き
る
野
市

五
級
地

神
奈
川
県
横
浜
市
　
川
崎
市
　
厚
木
市

二
級
地

鎌
倉
市
　
逗
子
市

三
級
地

相
模
原
市
　
藤
沢
市
　
海
老
名
市
　
座
間
市

四
級
地

横
須
賀
市
　
平
塚
市
　
小
田
原
市
　
茅
ヶ
崎
市
　
大
和
市
　
伊
勢
原
市

五
級
地

静
岡
県

裾
野
市

三
級
地

愛
知
県

刈
谷
市
　
豊
田
市
　
日
進
市

二
級
地

名
古
屋
市
　
豊
明
市

三
級
地

西
尾
市
　
知
多
市
　
知
立
市
　
清
須
市
　
み
よ
し
市
　
長
久
手
市

五
級
地

三
重
県

鈴
鹿
市

四
級
地

四
日
市
市

五
級
地

滋
賀
県

大
津
市
　
草
津
市
　
栗
東
市

五
級
地

京
都
府

長
岡
京
市

二
級
地

京
田
辺
市

四
級
地

京
都
市

五
級
地

大
阪
府

大
阪
市
　
守
口
市

二
級
地

池
田
市
　
高
槻
市
　
大
東
市
　
門
真
市
　
高
石
市
　
大
阪
狭
山
市

三
級
地

豊
中
市
　
吹
田
市
　
寝
屋
川
市
　
松
原
市
　
箕
面
市
　
羽
曳
野
市

四
級
地

堺
市
　
枚
方
市
　
茨
木
市
　
八
尾
市
　
柏
原
市
　
東
大
阪
市
　
交
野
市

五
級
地

兵
庫
県

西
宮
市
　
芦
屋
市
　
宝
塚
市

三
級
地

神
戸
市

四
級
地

尼
崎
市
　
伊
丹
市
　
高
砂
市
　
川
西
市
　
三
田
市

五
級
地

奈
良
県

天
理
市

四
級
地

奈
良
市
　
大
和
郡
山
市

五
級
地

広
島
県

広
島
市

五
級
地

福
岡
県

福
岡
市
　
春
日
市
　
福
津
市

五
級
地

備
考
　
こ
の
表
の
支
給
地
域
欄
に
掲
げ
る
名
称
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る

市
、
町
又
は
特
別
区
の
同
日
に
お
け
る
区
域
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
地
域
を
示
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
名
称

の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

別
表
第
二
（
第
二
十
三
条
関
係
）

残
余
支
給
期
間
（
年
）

率

一

一
一
・
九
四
五

二

二
三
・
七
七
三

三

三
五
・
四
八
三

四

四
七
・
〇
七
七

五

五
八
・
五
五
六

六

六
九
・
九
二
二

七

八
一
・
一
七
五

八

九
二
・
三
一
七

九

一
〇
三
・
三
四
八

十

一
一
四
・
二
七
〇

十
一

一
二
五
・
〇
八
四

十
二

一
三
五
・
七
九
一

十
三

一
四
六
・
三
九
二

十
四

一
五
六
・
八
八
八

十
五

一
六
七
・
二
八
〇

十
六

一
七
七
・
五
七
〇

十
七

一
八
七
・
七
五
七

十
八

一
九
七
・
八
四
三

十
九

二
〇
七
・
八
三
〇

二
十

二
一
七
・
七
一
八

備
考
　
残
余
支
給
期
間
に
一
年
未
満
の
端
数
期
間
が
あ
る
場
合
の
率
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
す
る
も
の
と
し
、
小

数
点
以
下
第
四
位
未
満
を
四
捨
五
入
す
る
。
た
だ
し
一
月
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
月
と
す
る
。

Ａ
＋
（
Ｂ－

Ａ
）×

Ｃ÷

１
２

Ａ
：
残
余
支
給
期
間
か
ら
端
数
期
間
を
切
り
捨
て
た
年
数
に
応
じ
た
率

Ｂ
：
Ａ
の
年
数
に
１
を
加
え
た
年
数
に
応
じ
た
率

Ｃ
：
端
数
期
間
の
月
数
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様
式
第
一
号
（
第
７
条
関
係
）

様式第一号（第７条関係）  
拉致被害者等給付金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 
 

私は、日本国に永住することを決めましたので、下記のとおり北朝鮮当局によって
拉致された被害者等の支援に関する法律による拉致被害者等給付金を申請します。 

 

令和 年 月 日  
申請者代表 
 氏 名   

 

フリガナ  

性

別 
氏 名 

 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票(同居世帯員が記載されているもの) 
市町村民税課税証明書（必要に応じて所得の内訳が分かる書類） 

上記申請者と同一世帯に属する者で支給の決定を受けようとする者（注１） 

フリガナ 
 申請者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

     

その他上記申請者と同一世帯に属する者で、上記支給の決定を受けようとする者が
扶養する者（注２） 

フリガナ 
 申請者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
 

    

 
 

 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
 

（注１）「上記申請者と同一世帯に属する者で支給の決定を受けようとする者」には、帰国した被

害者とその配偶者、子、孫を記載して下さい。 

（注２）「その他上記申請者と同一世帯に属する者で、上記支給の決定を受けようとする者が扶養

する者」には、拉致被害者等給付金の扶養加算の対象範囲となる支給の決定を受けようとする

者によって扶養されている、帰国後に婚姻した被害者の配偶者、帰国後に生まれた被害者の子、

帰国後に生まれた被害者の孫、被害者の子の配偶者、被害者の両親、帰国した被害者の配偶者の

両親を記載して下さい。 
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様
式
第
二
号
（
第
７
条
関
係
）

様式第二号（第７条関係） 

 
 

拉致被害者等給付金等受取金融機関に関する届 

 
 

 
 

振

込

の

方 

金融機関名 

（郵便貯金銀行の

支店等を除く。） 

 銀行 

金庫

組合 

 
 

支店 

口
座
番
号 

普通・当座 

郵便貯金銀行の 

支店等又は郵便

局の名称 

 
口
座
番
号 

 

 

 

 

 
 

送

金

の

方 

金融機関名 

（郵便貯金銀行の

支店等を除く。） 

  銀行 

金庫

組合 

  
 

支店 

金融機関の 

所在地 

 

郵便貯金銀行の

支店等又は郵便

局の名称 

 

所在地  

 

滞在援助金・拉致被害者等給付金・老齢給付金・

配偶者支援金・特別給付金 

 

の支給決定がなされた場合は、 

上記の方法により受け取りたく届け出ます。 
 

令和 年 月 日  
 

申請者代表 

氏 名  

 

 
 

内閣総理大臣 殿 

 

 

備考１ 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 

２ 振込みを希望される方は、口座の名義は申請者の名義でなければなりません。 

３ 送金を希望される方は、別途送付される「国庫金送金通知書」を指定の金融機関

の窓口に提出して受け取ることになります。 

様
式
第
三
号
（
第
１
１
条
関
係
）

様式第三号（第１１条関係） 
拉致被害者等給付金等 

             現況届 
内閣総理大臣 殿 
 

以下により私の現況をお届けします。 

令和  年 月 日提出 
 

支給を受けている者（ 注１ ） 

フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

 年   月   日生 男 女 

現 住 所 

〒   － 

 

電話番号 

添付書類 住民票（ 同居世帯員が記載されているもの） 

前年所得                           円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 
受けている 
給付の種類 
（ 注２ ） 

（ 滞在援助金・拉致被害者等給付金・老齢給付金・配偶者支援金） 

上記の者と同一世帯に属する者で支給の決定を受けている者 

フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

 年   月   日生 男 女 

現 住 所 
〒   － 

 

前年所得                           円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 
受けている 
給付の種類 
（ 注２ ） 

（ 滞在援助金・拉致被害者等給付金・老齢給付金） 

フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

 年   月   日生 男 女 

現 住 所 
〒   － 

 

前年所得                           円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 
受けている 
給付の種類 
（ 注２ ） 

（ 滞在援助金・拉致被害者等給付金・老齢給付金） 

フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

 年   月   日生 男 女 

現 住 所 
〒   － 

 

前年所得                           円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 
受けている 
給付の種類 
（ 注２ ） 

（ 滞在援助金・拉致被害者等給付金・老齢給付金） 
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フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

 年   月   日生 男 女 

現 住 所 
〒   － 

 

前年所得                           円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 
受けている 
給付の種類 
（ 注２ ） 

（ 滞在援助金・拉致被害者等給付金・老齢給付金） 

その他上記の者と同一世帯に属する者で、上記支給を受けている者が扶養する者（注
３） 

フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

年   月   日生 男 女 

現 住 所 
〒   － 

 

前年所得                           円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 

フリガナ  生 年 月 日 性別 

氏  名 
 

年   月   日生 男 女 

現 住 所 
〒   － 

 

前年所得                       円 

添付書類 市町村民税課税証明書（ 必要に応じて所得の内訳の分かる資料） 

 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
 

（ 注１ ）「支給を受けている者」  には、滞在援助金・拉致被害者等給付金・  老齢給付金の
支給を受けている場合には、世帯を代表して支給を受けている者を、配偶者支援金
のみの支給を受けている場合には、その支給を受けている者を記載してください。 

（ 注２ ）「受けている給付の種類」には、  受けている給付の種類を全て記載してくださ
い。  

（ 注３ ）「その他上記の者と同一世帯に属する者で、上記支給を受けている者が扶養
する者」には、滞在援助金・拉致被害者等給付金の支給を受けている場合に、その
支給を受けている者によって扶養されており、それぞれの扶養加算の支給対象とな
る、帰国後に婚姻した被害者の配偶者、帰国後に生まれた被害者の子、帰国後に生
まれた被害者の孫、被害者の子の配偶者、被害者の両親、帰国した被害者の配偶者
の両親を記載して下さい。  

様
式
第
四
号
（
第
１
１
条
関
係
）

様式第四号（第１１条関係） 
 

 

拉致被害者等給付金辞退届 
 
 
内閣総理大臣 殿 

 

  私は、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律」による拉致被

害者等給付金について、その受給を辞退することとし、（平成・令和）  年  月  日

に行った拉致被害者等給付金の申請について下記のとおり撤回することとしましたの

で、その旨お届けします。 

 

 令和  年  月  日  

 

届出者代表                           

氏   名              
 

フリガナ  
性
別 

 
氏  名 

 

 

生年月日 年   月   日 

住  所 

〒  － 

 

電話番号 

添付書類 住民票（同居世帯員が記載されているもの） 

上
記
届
出
者
と
同
一
世
帯
に
属
す
る
者
（
又
は 

属
す
る
と
み
な
さ
れ
る
者
）
で
届
出
を
す
る
者 

フリガナ  
届出者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏  名 
 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ  
届出者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏  名 
 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ  
届出者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏  名 
 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ  
届出者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏  名 
 

 

 

 

 

 

 

 

フリガナ  
届出者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏  名 
 

 

 

 

 

 

 

 

給付金の支給申請 

を撤回する期間 
年  月分から  年  月分まで 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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様
式
第
五
号
（
第
１
３
条
関
係
）

様式第五号（第１３条関係）  
滞在援助金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 

 

下記のとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律による滞在

援助金を申請します。 
令和 年 月 日 

申請者代表 
 氏 名   

 

フリガナ  

性

別 
氏 名 

 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票(同居世帯員が記載されているもの) 
市町村民税課税証明書（必要に応じて所得の内訳が分かる書類） 

上記申請者と同一世帯に属する者で支給の決定を受けようとする者（注１） 

フリガナ 
 申請者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

フリガナ  申請者と 
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
    

 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 

 
（注１）「上記申請者と同一世帯に属する者で支給の決定を受けようとする者」には、被害者とそ

の配偶者、子、孫を記載して下さい。 

（注２）「その他上記申請者と同一世帯に属する者で、上記支給の決定を受けようとする者が扶養

する者」には、滞在援助金の扶養加算の支給対象範囲となる支給の決定を受けようとする者に

よって扶養されている、帰国した被害者の子の配偶者、被害者の両親、帰国した被害者の配偶

者の両親を記載して下さい。 

その他上記申請者と同一世帯に属する者で、上記支給の決定を受けようとする者が
扶養する者（注２） 

フリガナ 申請者と
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 

フリガナ 申請者と
の続柄 

性別 生年月日 

氏 名 
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様
式
第
六
号
（
第
１
９
条
関
係
）

様式第六号（第１９条関係）  
老齢給付金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 
 

私は、永住する意思を持って日本に居住していますので、下記のとおり、北朝鮮当局に
よって拉致された被害者等の支援に関する法律による老齢給付金を申請します。 

 

令和 年 月 日  
申請者代表 
 氏 名   

 

フリガナ  

性

別 
氏 名 

 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票(同居世帯員が記載されているもの) 
市町村民税課税証明書（必要に応じて所得の内訳が分かる書類） 

上記申請者と同一世帯に属する配偶者で支給の決定を受けようとする者 

フリガナ 
 申請者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏 名 
    

拉致被害者等給付金の受給の有無 

（申請者のみ・申請者と同一世帯に属する配偶者のみ・申請者及び配偶者の双方） 
 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 

様
式
第
七
号
（
第
２
４
条
関
係
）

様式第七号（第２４条関係）  
老齢給付金一時金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 
 

下記のとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律による老齢
給付金一時金を申請します。 

 

令和 年 月 日  
申請者代表 
 氏 名   

 

フリガナ  

性

別 

 

氏 名 
 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票(同居世帯員が記載されているもの) 
市町村民税課税証明書（必要に応じて所得の内訳が分かる書類） 

一時金の使途 
 

 

 
一時金の希望額 

（注） 

基準額 
 

世帯に申請者御本人一人のみの場合 
世帯に申請者御本人と配偶者がおられ
る場合 

上限額 

35,220 円 

 
上限額 

56,340 円 

 

上記申請者と同一世帯に属する配偶者で支給の決定を受けようとする者 

フリガナ 
 申請者と 

の続柄 
性別 生年月日 

氏 名 
 

    

 
 

 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
（注）過去に一時金の支給がある場合や老齢給付金の残余支給期間によっては、一時金の

額が減少する場合があります。 
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様
式
第
八
号
（
第
２
８
条
関
係
）

様式第八号（第２８条関係）  
配偶者支援金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 
 

下記のとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律による配偶
者支援金を申請します。 

令和 年 月 日 

 氏 名   

 

フリガナ  

性

別 
氏 名 

 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票 

死亡した被害者 

フリガナ  性別 生年月日 

氏 名 
   

死亡年月日  添付書類 死亡診断書等 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 

様
式
第
九
号
（
第
３
２
条
関
係
）

様式第九号（第３２条関係）  
特別給付金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 
 

下記のとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律による特別
給付金を申請します。 

令和 年 月 日 

 氏 名   

 

フリガナ  

性

別 
氏 名 

 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票 

基礎年金番号  帰国日  

帰国日前に受け
ていた年金給付
がある場合は、
その種類と期間 

種類 受給期間 

 年 月～ 年 月 
 
 

 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 
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様
式
第
十
号
（
第
３
４
条
関
係
）

様式第十号（第３４条関係）  
追納支援一時金支給申請書 

 

内閣総理大臣 殿 
 

下記のとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律による追納
支援一時金を申請します。 

令和 年 月 日 

 氏 名   

 
 

フリガナ  

性

別 

 

氏 名 
 

生年月日 年 月 日 

 
 

住 所 

〒 － 

 

 
電話番号 

添付書類 住民票 

基礎年金番号  居住日  
 

備考 用紙は、日本産業規格Ａ４とする。 

14


